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(57)【要約】
【課題】コンデンサ素子の温度上昇を抑制することがで
きる電力変換装置を提供すること。
【解決手段】電力変換装置１は、半導体モジュール２と
、コンデンサ素子３と、正極バスバー４Ｐ及び負極バス
バー４Ｎと、半導体モジュール２を冷却する冷却部５と
、を有する。正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎは
、それぞれ、直流電源に接続される電源接続部４１と、
コンデンサ素子３に接続される素子接続部４２と、半導
体モジュール２のパワー端子２１に接続される端子接続
部４３と、を有すると共に、電源接続部４１と端子接続
部４３との間の電流経路である第１電流経路４０１と、
電源接続部４１と素子接続部４２との間の電流経路であ
る第２電流経路４０２と、を有する。正極バスバー４Ｐ
及び負極バスバー４Ｎの少なくとも一方は、いずれの第
２電流経路４０２よりも熱抵抗が小さい第１電流経路４
０１を有する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直流電源（ＢＡＴ）に電気的に接続される半導体モジュール（２）と、
　上記半導体モジュールに電気的に接続されるコンデンサ素子（３）と、
　上記直流電源と上記半導体モジュールと上記コンデンサ素子とを電気的に接続する正極
バスバー（４Ｐ）及び負極バスバー（４Ｎ）と、
　上記半導体モジュールを冷却する冷却部（５）と、を有し、
　上記正極バスバー及び上記負極バスバーは、それぞれ、上記直流電源に接続される電源
接続部（４１）と、上記コンデンサ素子に接続される素子接続部（４２）と、上記半導体
モジュールのパワー端子に接続される端子接続部（４３）と、を有すると共に、上記電源
接続部と上記端子接続部との間の電流経路である第１電流経路（４０１）と、上記電源接
続部と上記素子接続部との間の電流経路である第２電流経路（４０２）と、を有し、
　上記正極バスバー及び上記負極バスバーの少なくとも一方は、いずれの上記第２電流経
路よりも熱抵抗が小さい上記第１電流経路を有する、電力変換装置（１）。
【請求項２】
　上記正極バスバー及び上記負極バスバーの少なくとも一方は、いずれの上記第２電流経
路よりも経路長が短い上記第１電流経路を有する、請求項１に記載の電力変換装置。
【請求項３】
　複数の上記半導体モジュールが積層配置された積層体（１１）を有し、該積層体に対し
て、積層方向（Ｘ）に直交する横方向（Ｙ）にずれた位置に、上記コンデンサ素子が配置
されており、
　上記正極バスバー及び上記負極バスバーは、上記第１電流経路の一部と上記第２電流経
路の一部とを少なくとも構成する共通部（４４）と、上記共通部から分岐して上記端子接
続部をそれぞれ備えた複数の分岐部（４５）とを有し、
　上記正極バスバー及び上記負極バスバーの少なくとも一方は、上記共通部における上記
第１電流経路を基準にして、上記横方向において、上記端子接続部までの距離（Ｌ１）が
、上記素子接続部までの距離（Ｌ２）よりも短い、請求項１又は２に記載の電力変換装置
。
【請求項４】
　上記正極バスバー及び上記負極バスバーの少なくとも一方は、その一部が封止樹脂（３
１）にて封止されており、かつ、上記第１電流経路の少なくとも一部が上記封止樹脂から
露出している、請求項１～３のいずれか一項に記載の電力変換装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力変換装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インバータ等の電力変換装置として、例えば、特許文献１に開示されているように、半
導体モジュールと、コンデンサ素子と、両者を接続するバスバーとを備えたものがある。
特許文献１に開示された電力変換装置においては、コンデンサ素子を備えたコンデンサ装
置がスバーを有する。そして、コンデンサ素子は、バスバーを介して、半導体モジュール
と電気的に接続されると共に、バスバーを介して、直流電源に電気的に接続される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－４５０３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　しかしながら、特許文献１に開示された電力変換装置においては、バスバーにおいて発
熱する熱がコンデンサ素子に影響しやすいという課題がある。
　コンデンサ素子には、直流電源に含まれるリプルなど、交流電流が流れるが、直流電流
はほとんど流れない。そのため、コンデンサ素子の発熱による温度上昇は交流電流による
ものが支配的である。ところが、バスバーにおける電源接続部と半導体モジュールとの間
に流れる直流電流が大きくなると、この電流経路におけるバスバーの発熱が大きくなる。
そして、この電流経路における熱が、バスバーを介してコンデンサ素子に伝わることが懸
念される。特に、電源接続部と半導体モジュールとの間の電気抵抗が大きいと、その電流
経路における発熱量が大きくなる。一方、この電流経路とコンデンサ素子との間の熱抵抗
が小さいと、電源接続部と半導体モジュールとの間の電流経路における熱がコンデンサ素
子に伝わりやすく、コンデンサ素子の温度上昇を抑制し難くなる。
【０００５】
　本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、コンデンサ素子の温度上昇を抑制
することができる電力変換装置を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様は、直流電源（ＢＡＴ）に電気的に接続される半導体モジュール（２）
と、
　上記半導体モジュールに電気的に接続されるコンデンサ素子（３）と、
　上記直流電源と上記半導体モジュールと上記コンデンサ素子とを電気的に接続する正極
バスバー（４Ｐ）及び負極バスバー（４Ｎ）と、
　上記半導体モジュールを冷却する冷却部（５）と、を有し、
　上記正極バスバー及び上記負極バスバーは、それぞれ、上記直流電源に接続される電源
接続部（４１）と、上記コンデンサ素子に接続される素子接続部（４２）と、上記半導体
モジュールのパワー端子に接続される端子接続部（４３）と、を有すると共に、上記電源
接続部と上記端子接続部との間の電流経路である第１電流経路（４０１）と、上記電源接
続部と上記素子接続部との間の電流経路である第２電流経路（４０２）と、を有し、
　上記正極バスバー及び上記負極バスバーの少なくとも一方は、いずれの上記第２電流経
路よりも熱抵抗が小さい上記第１電流経路を有する、電力変換装置（１）にある。
【発明の効果】
【０００７】
　上記電力変換装置において、正極バスバー及び負極バスバーの少なくとも一方は、いず
れの上記第２電流経路よりも熱抵抗が小さい上記第１電流経路を有する。それゆえ、少な
くとも一つの第１電流経路は、第２電流経路よりも熱抵抗が小さい。熱抵抗が小さいとい
うことは、電気抵抗も小さいため、当該第１電流経路に流れる直流電流に起因する発熱量
を抑制することができる。その一方で、当該第１電流経路よりも、第２電流経路の熱抵抗
が大きいため、第１電流経路からコンデンサ素子への伝熱量を抑制することができる。そ
の結果、コンデンサ素子の温度上昇を抑制することができる。
【０００８】
　以上のごとく、上記態様によれば、コンデンサ素子の温度上昇を抑制することができる
電力変換装置を提供することができる。
　なお、特許請求の範囲及び課題を解決する手段に記載した括弧内の符号は、後述する実
施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであり、本発明の技術的範囲を限定す
るものではない。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態１における、電力変換装置の説明図。
【図２】図１のII－II線矢視断面説明図。
【図３】実施形態１における、電力変換装置の回路説明図。
【図４】実施形態１における、電力変換装置の電流経路の説明図。



(4) JP 2020-184810 A 2020.11.12

10

20

30

40

50

【図５】実施形態１における、積層体及び冷却器の平面説明図。
【図６】実施形態１における、正極バスバーを説明する断面説明図。
【図７】実施形態１における、負極バスバーを説明する断面説明図。
【図８】実施形態１における、コンデンサモジュールの斜視説明図。
【図９】実施形態２における、電力変換装置の回路説明図。
【図１０】実施形態２における、レグ構造体の平面説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
（実施形態１）
　電力変換装置に係る実施形態について、図１～図８を参照して説明する。
　本形態の電力変換装置１は、図１～図３に示すごとく、半導体モジュール２と、コンデ
ンサ素子３と、正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎと、冷却部５と、を有する。
【００１１】
　半導体モジュール２は、直流電源ＢＡＴに電気的に接続される。コンデンサ素子３は、
半導体モジュール２に電気的に接続される。正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎは、
直流電源と半導体モジュール２とコンデンサ素子３とを電気的に接続する。冷却部５は、
半導体モジュール２を冷却する。
【００１２】
　図１、図４に示すごとく、正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎは、それぞれ、電源
接続部４１と、素子接続部４２と、端子接続部４３と、を有すると共に、第１電流経路４
０１と、第２電流経路４０２と、を有する。
【００１３】
　電源接続部４１は、直流電源ＢＡＴに接続される。素子接続部４２は、コンデンサ素子
３に接続される。端子接続部４３は、半導体モジュール２のパワー端子２１に接続される
。図４に示すごとく、第１電流経路４０１は、電源接続部４１と端子接続部４３との間の
電流経路である。第２電流経路４０２は、電源接続部４１と素子接続部４２との間の電流
経路である。
【００１４】
　正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎの少なくとも一方は、いずれの第２電流経路４
０２よりも熱抵抗が小さい第１電流経路４０１を有する。本形態においては、少なくとも
正極バスバー４Ｐは、いずれの第２電流経路４０２よりも熱抵抗が小さい第１電流経路４
０１を有する。すなわち、本形態においては、図４に示すごとく、正極バスバー４Ｐが複
数の第１電流経路４０１を有するが、その第１電流経路４０１のうちでも同図の左端の端
子接続部４３と電源接続部４１との間の第１電流経路４０１は、いずれの第２電流経路４
０２よりも、熱抵抗が小さくなっている。また、それ故に、当該第１電流経路４０１は、
いずれの第２電流経路４０２よりも電気抵抗も小さくなっている。
【００１５】
　なお、正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎにおいて、熱抵抗の大小は、電気抵抗の
大小と、実質的に同義となる。それゆえ、熱抵抗が大きいというときは、電気抵抗も大き
いことを示し、熱抵抗が小さいというときは、電気抵抗も小さいことを示す。
　また、正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎにおける電流経路は、実際にはある程度
の広がりをもっているが、その中でも電流密度の高い経路に基づいて、熱抵抗、電気抵抗
等の比較を行う。
【００１６】
　正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎの少なくとも一方は、いずれの第２電流経路４
０２よりも経路長が短い第１電流経路４０１を有する。本形態においては、少なくとも正
極バスバー４Ｐは、いずれの第２電流経路４０２よりも経路長が短い第１電流経路４０１
を有する。すなわち、本形態においては、図４に示すごとく、正極バスバー４Ｐが複数の
第１電流経路４０１を有するが、その第１電流経路４０１のうちでも同図の左端の端子接
続部４３と電源接続部４１との間の第１電流経路４０１は、いずれの第２電流経路４０２
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よりも、経路長が短くなっている。
　なお、以下において、正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎについて、共通する説明
においては、これらを単にバスバー４ともいう。
【００１７】
　図５に示すごとく、本例の電力変換装置１は、複数の半導体モジュール２が積層配置さ
れた積層体１１を有する。図１に示すごとく、積層体１１に対して、積層方向Ｘに直交す
る横方向Ｙにずれた位置に、コンデンサ素子３が配置されている。
【００１８】
　図６～図８に示すごとく、正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎは、第１電流経路４
０１の一部と第２電流経路４０２の一部とを少なくとも構成する共通部４４と、共通部４
４から分岐して端子接続部４３をそれぞれ備えた複数の分岐部４５とを有する。
【００１９】
　正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎの少なくとも一方は、共通部４４における第１
電流経路４０１を基準にして、横方向Ｙにおいて、端子接続部４３までの距離Ｌ１が、素
子接続部４２までの距離Ｌ２よりも短い。
　本形態においては、正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎの双方において、共通部４
４における第１電流経路４０１を基準にして、端子接続部４３までの横方向Ｙの距離Ｌ１
が、素子接続部４２までの横方向Ｙの距離Ｌ２よりも短い。
【００２０】
　共通部４４における第１電流経路４０１は、図６、図７に示すごとく、共通部４４にお
ける、複数の分岐部４５との境界部分付近を繋ぐような経路となる。この経路の位置が、
横方向Ｙにおいて、素子接続部４２よりも端子接続部４３の方に近い。
　なお、以下において、積層方向Ｘを適宜Ｘ方向ともいう。また、横方向Ｙを適宜Ｙ方向
ともいう。また、Ｘ方向とＹ方向との双方に直交する方向を、適宜、Ｚ方向ともいう。な
お、後述の半導体モジュール２のパワー端子２１の突出方向は、Ｚ方向となる。
【００２１】
　本形態において、図１、図２に示すごとく、半導体モジュール２は、ＩＧＢＴ（絶縁ゲ
ートバイポーラトランジスタの略）、ＭＯＳＦＥＴ（ＭＯＳ型電界効果トランジスタの略
）等からなるスイッチング素子を内蔵したモジュール本体部２０から、複数のパワー端子
２１を突出してなる。本形態においては、互いに直列接続された２つのスイッチング素子
を、一つの半導体モジュール２のモジュール本体部２０に内蔵している。そして、半導体
モジュール２は、３本のパワー端子２１を突出してなる。これらのパワー端子２１として
は、正極バスバー４Ｐに接続されるものと、負極バスバー４Ｎに接続されるものと、図示
を省略する出力バスバーに接続されるものとがある。
【００２２】
　コンデンサ素子３は、図２、図６に示すごとく、コンデンサケース３２内において、封
止樹脂３１にて封止されている。また、正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎは、素子
接続部４２を含む一部を、封止樹脂３１にて封止されている。このようにして、コンデン
サ素子３とコンデンサケース３２と封止樹脂３１と正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４
Ｎとが一体化されて、図６、図８に示すコンデンサモジュール３０が構成されている。
【００２３】
　図２、図６に示すごとく、正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎの少なくとも一方は
、その一部が封止樹脂３１にて封止されている。そして、図６、図７に示すごとく、第１
電流経路４０１の少なくとも一部が封止樹脂３１から露出している。本形態においては、
正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎのいずれもが、その一部において封止樹脂３１に
封止されている。そして、各バスバー４において、実質的に第１電流経路４０１の全体が
、封止樹脂３１から露出している。
【００２４】
　図２、図６～図８に示すごとく、封止樹脂３１は、Ｙ方向の一方にポッティング面３１
１を向けて、コンデンサケース３２から露出している。このポッティング面３１１から、
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Ｙ方向に突出するように、正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎが延設されている。正
極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎは、ポッティング面３１１から延設した部分におい
て、互いにＺ方向に対向して配置されている。
【００２５】
　図２に示すごとく、この対向部分において、正極バスバー４Ｐと負極バスバー４Ｎとは
、厚み方向に所定の間隔を設けて配置されている。そして、正極バスバー４Ｐは、負極バ
スバー４Ｎよりも、Ｙ方向においてポッティング面３１１から遠い位置まで延設されてい
る。なお、バスバー４のＹ方向の延設長さの関係は、特に限定されるものではなく、正極
バスバー４Ｐよりも負極バスバー４Ｎが長い態様とすることもできる。
【００２６】
　また、図６、図７に示すごとく、正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎは、その延設
方向の端部付近に、それぞれ複数の分岐部４５を有する。複数の分岐部４５は、Ｘ方向に
配列している。Ｘ方向に配列された分岐部４５の間に、Ｚ方向に貫通した開口部４５０が
形成されている。この開口部４５０の内側端縁の一部が、端子接続部４３となり、パワー
端子２１が接続される。
【００２７】
　開口部４５０のＹ方向における素子接続部４２に最も近い位置は、素子接続部４２より
も、端子接続部４３に近い。つまり、開口部４５０のＹ方向における素子接続部４２に最
も近い位置と端子接続部４３との間のＹ方向の距離Ｌ３が、開口部４５０のＹ方向におけ
る素子接続部４２に最も近い位置と素子接続部４２との間の距離Ｌ４よりも、短い。
【００２８】
　また、正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎにおける、封止樹脂３１から露出した部
分において、Ｘ方向の一端側の辺に、電源接続部４１が設けてある。本形態においては、
電源接続部４１は、正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎから、Ｘ方向に突出している
。正極バスバー４Ｐの電源接続部４１と、負極バスバー４Ｎの電源接続部４１とは、Ｚ方
向から見たとき、互いにＹ方向に並ぶように隣接配置されている。
【００２９】
　図５に示すごとく、積層体１１を構成する複数の半導体モジュール２は、複数の冷却管
５１と共にＸ方向に積層されている。半導体モジュール２は、Ｘ方向の両面から冷却管５
１に挟持された状態となっており、両面から放熱できるよう構成されている。本形態にお
いて、半導体モジュール２を冷却する冷却部５は、複数の冷却管５１を積層配置してなる
冷却器からなる。冷却管５１は、内部に冷媒を流通させる冷媒流路を備えている。
【００３０】
　冷却器は、複数の冷却管５１と共に、これらを連結する複数の連結管５２と、内部に冷
媒を導入する冷媒導入口５３１と、内部から冷媒を排出する冷媒排出口５３２と、を有す
る。冷却器は、冷媒導入口５３１から導入された冷媒が、各冷却管５１に分配されて流通
するよう構成されている。これにより、冷却管５１において、冷媒と半導体モジュール２
とが熱交換する。これにより、半導体モジュール２において発熱した熱の一部が、冷媒へ
放熱される。
【００３１】
　電力変換装置１は、図３に示すごとく、直流電源ＢＡＴからの直流電力を、複数の半導
体モジュール２にて構成される電力変換部において交流電力に変換して、交流負荷ＭＧへ
供給することができるよう構成されている。交流負荷ＭＧは、例えば、三相交流モーター
であり、発電機としても機能する。発電機としての交流負荷ＭＧにおいて発電された交流
電力は、電力変換部において直流電力に変換され、直流電源ＢＡＴに回収される。
【００３２】
　ここで、直流電源ＢＡＴと電力変換部との間には、コンデンサ素子３が電気的に接続さ
れている。コンデンサ素子３は、直流電源ＢＡＴからの電流に含まれるリプル電流を吸収
して、電力変換部へ供給される電流が、リプルが除去された直流電流となるようにしてい
る。また、コンデンサ素子３は、電力変換部から供給された回生電流に含まれるリプルを
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吸収して、リプルが除去された直流電流が直流電源ＢＡＴに回収されるにしている。
【００３３】
　コンデンサ素子３には、リプル電流をはじめとする交流電流が流れるが、直流電流は流
れない。それゆえ、素子接続部４２と電源接続部４１との間の電流経路、すなわち、第２
電流経路４０２には、交流電流は流れるが、直流電流は流れない。
【００３４】
　一方、直流電源ＢＡＴと半導体モジュール２との間には、直流電流が流れる。それゆえ
、端子接続部４３と電源接続部４１との間の電流経路、すなわち第１電流経路４０１には
、直流電流が流れる。また、コンデンサ素子３と半導体モジュール２との間の電流経路に
は、交流電流が流れる。
【００３５】
　そして、バスバー４において、交流電流よりも、直流電流の方が、大きい電流が流れる
。それゆえ、直流電流が流れる第１電流経路４０１においては、この直流電流に起因する
ジュール熱が発生しやすい。その結果、バスバー４における、第１電流経路４０１及びそ
の近傍は高温となりやすい。なお、半導体モジュール２も高温となりやすいが、冷却器に
て冷却され、温度上昇を抑制することができる。
【００３６】
　一方、交流電流が流れる第２電流経路４０２においては、特に大きな発熱は生じない。
しかし、第１電流経路４０１において発熱した熱が、伝熱によって第２電流経路４０２付
近の部位を通じて、コンデンサ素子３に伝わることは考えられる。それゆえ、第２電流経
路４０２における熱抵抗が小さいと、結局、第１電流経路４０１からの伝熱によって、コ
ンデンサ素子３の温度が上昇することが懸念される。そこで、本形態においては、第２電
流経路４０２の熱抵抗を、第１電流経路４０１よりも大きくしている。これにより、第１
電流経路４０１の熱がコンデンサ素子３に移動することを抑制している。
【００３７】
　また、第１電流経路４０１の熱抵抗を小さくすることで、その電気抵抗も小さくするこ
とができる。それゆえ、この第１電流経路４０１において生じるジュール熱を抑制してい
る。その結果、第１電流経路４０１から第２電流経路４０２を介してコンデンサ素子３へ
伝わる熱を、極力抑制している。図３には、正極バスバー４Ｐにおける、第１電流経路４
０１の一つと第２電流経路４０２とに、それぞれ相当する回路上の電流経路を、破線矢印
にて示している。
【００３８】
　なお、本形態において、正極バスバー４Ｐは、電源接続部４１と３つのパワー端子２１
との間の第１電流経路４０１を３つ有する。これらの３つの第１電流経路４０１は、互い
に熱抵抗が異なるが、いずれについても、極力熱抵抗が小さいことが好ましい。
　また、正極バスバー４Ｐは、電源接続部４１と複数のコンデンサ素子３との間に、複数
の第２電流経路４０２を有する。この複数の第２電流経路４０２における熱抵抗のいずれ
よりも、複数の第１電流経路４０１における熱抵抗の方が、小さいことが好ましい。さら
に好ましくは、すべての第１電流経路４０１について、いずれの第２電流経路４０２より
も、熱抵抗が小さいことが好ましい。
【００３９】
　また、本形態において、正極バスバー４Ｐは、その厚みが全体にわたって略同等である
。それゆえ、第１電流経路４０１と第２電流経路４０２との関係は、その経路長について
も同様である。すなわち、正極バスバー４Ｐは、いずれの第２電流経路４０２よりも経路
長の短い第１電流経路４０１を有する。そして、複数の第１電流経路４０１が、いずれの
第２電流経路４０２よりも経路長が短いことが好ましい。さらには、すべての第１電流経
路４０１が、いずれの第２電流経路４０２よりも経路長が短いことが好ましい。
【００４０】
　また、負極バスバー４Ｎにおいても、いずれの第２電流経路４０２よりも熱抵抗が小さ
い第１電流経路４０１を有することが好ましい。そして、負極バスバー４Ｎにおいても、
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複数の第２電流経路４０２と、複数の第１電流経路４０１が存在し、これらの熱抵抗、経
路長についての関係も、上述の正極バスバー４Ｐにおけるものと同様に考えることができ
る。
【００４１】
　すなわち、負極バスバー４Ｎにおいても、複数の第２電流経路４０２における熱抵抗の
いずれよりも、複数の第１電流経路４０１における熱抵抗の方が、小さいことが好ましい
。さらに好ましくは、すべての第１電流経路４０１について、いずれの第２電流経路４０
２よりも、熱抵抗が小さいことが好ましい。また、負極バスバー４Ｎにおいても、複数の
第１電流経路４０１が、いずれの第２電流経路４０２よりも経路長が短いことがより好ま
しい。さらには、すべての第１電流経路４０１が、いずれの第２電流経路４０２よりも経
路長が短いことが好ましい。
【００４２】
　次に、本実施形態の作用効果につき説明する。
　上記電力変換装置１において、正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎの少なくとも一
方は、いずれの第２電流経路４０２よりも熱抵抗が小さい第１電流経路４０１を有する。
それゆえ、少なくとも一つの第１電流経路４０１は、第２電流経路４０２よりも熱抵抗が
小さい。熱抵抗が小さいということは、電気抵抗も小さいため、当該第１電流経路４０１
に流れる直流電流に起因する発熱量を抑制することができる。その一方で、当該第１電流
経路４０１よりも、第２電流経路４０２の熱抵抗が大きいため、第１電流経路４０１から
コンデンサ素子３への伝熱量を抑制することができる。その結果、コンデンサ素子３の温
度上昇を抑制することができる。
【００４３】
　また、正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎの少なくとも一方は、いずれの第２電流
経路４０２よりも経路長が短い第１電流経路４０１を有する。これにより、コンデンサ素
子３の温度上昇を抑制することができる電力変換装置１を容易に構成することができる。
例えば、バスバー４を略均一な厚み、均質な材料にて構成する場合、経路長において、第
１電流経路４０１を第２電流経路４０２よりも短くすることで、上述の効果を容易に得る
ことができる。
【００４４】
　正極バスバー４Ｐ及び負極バスバー４Ｎの少なくとも一方は、共通部４４における第１
電流経路４０１を基準にして、横方向Ｙにおいて、端子接続部４３までの距離Ｌ１が、素
子接続部４２までの距離Ｌ２よりも短い。これにより、共通部４４における第１電流経路
４０１の熱が、コンデンサ素子３に伝わることを効果的に抑制することができる。その結
果、コンデンサ素子３の温度上昇をより効果的に抑制することができる。
【００４５】
　また、第１電流経路４０１の少なくとも一部が封止樹脂３１から露出している。これに
より、発熱しやすい第１電流経路４０１の熱が、封止樹脂３１内にこもることを防ぐこと
ができる。それゆえ、バスバー４の放熱を効率的に行うことができ、コンデンサ素子３に
伝わる熱を抑制することができる。
【００４６】
　以上のごとく、本形態によれば、コンデンサ素子の温度上昇を抑制することができる電
力変換装置を提供することができる。
【００４７】
（実施形態２）
　本形態は、図９、図１０に示すごとく、コンデンサ素子３が、電力変換部の各レグを構
成する半導体モジュール２のそれぞれに並列接続されたレグコンデンサである、電力変換
装置１の形態である。
　すなわち、本形態のコンデンサ素子３は、上アームスイッチング素子と下アームスイッ
チング素子との直列接続体に、並列接続されている。
【００４８】
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　かかる構成の電力変換装置１においても、正極バスバー４Ｐと負極バスバー４Ｎのうち
少なくとも一方は、いずれの第２電流経路４０２よりも熱抵抗が小さい第１電流経路４０
１を有する。特に、本形態においては、正極バスバー４Ｐと負極バスバー４Ｎの双方が、
いずれの第２電流経路４０２よりも熱抵抗が小さい第１電流経路４０１を有する。また、
これを実現するためのバスバー４の構造、半導体モジュール２及びコンデンサモジュール
３ａの配置の一例が、図１０に示す態様である。
【００４９】
　同図に示す１つの半導体モジュール２と１つのコンデンサモジュール３ａと、一対のバ
スバー４とによって、電力変換回路における１つのレグが構成される。この構造体を、便
宜的に、レグ構造体１２という。
【００５０】
　同図に示す態様は、各バスバー４が、半導体モジュール２の一つのパワー端子２１と、
コンデンサモジュール３ａの端子との間に、両者を電気的に接続する連結部４６を有する
。そして各バスバー４は、連結部４６の一部から電源接続部４１を突出してなる。この電
源接続部４１は、連結部４６における素子接続部４２と端子接続部４３との間の中央より
も、端子接続部４３に近い位置に形成されている。これにより、電源接続部４１から端子
接続部４３までの電流経路である第１電流経路４０１を、電源接続部４１から素子接続部
４２までの電流経路である第２電流経路４０２よりも、経路長を短くし、その熱抵抗を小
さくしている。図９には、正極バスバー４Ｐにおける、第１電流経路４０１の一つと第２
電流経路４０２とに、それぞれ相当する回路上の電流経路を、破線矢印にて示している。
【００５１】
　なお、図１０においては、１レグ分のレグ構造体１２を示したが、電力変換装置１は、
略同様のレグ構造体１２を少なくとも３個備える。すなわち、三相交流負荷ＭＧを駆動す
るための電力変換装置１は、少なくとも３層分のレグ構造体１２を有する。そして、これ
らすべてのレグ構造体１２が、上述の構成を有することが好ましい。これにより、すべて
の第１電流経路４０１が、いずれの第２電流経路４０２よりも、経路長が短く、また、熱
抵抗が小さい、という構成が得られる。
　また、各レグ構造体１２における電源接続部４１は、他のバスバー（図示略）を介して
、直流電源ＢＡＴの電極に接続された構成とすることができる。
【００５２】
　なお、実施形態２以降において用いた符号のうち、既出の実施形態において用いた符号
と同一のものは、特に示さない限り、既出の実施形態におけるものと同様の構成要素等を
表す。
【００５３】
　本発明は上記各実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲におい
て種々の実施形態に適用することが可能である。
【符号の説明】
【００５４】
　１　電力変換装置
　２　半導体モジュール
　３　コンデンサ素子
　４Ｐ　正極バスバー
　４Ｎ　負極バスバー
　４０１　第１電流経路
　４０２　第２電流経路
　４１　電源接続部
　４２　素子接続部
　４３　端子接続部
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